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令和３年度固定資産（土地）評価替えについて 

 

このほど、令和３年度固定資産評価替えの基礎となる県内各市町の基準宅地評価額をま

とめ、本日、県固定資産評価審議会（会長：前田高志 関西学院大学教授）にて審議、了

承されましたので発表します。 

※基準宅地・・・各市町における単位地積あたりの評価額が最高の宅地をいう。 

 

【ポイント】令和３年度評価替え(基準宅地)の特徴 

１ 前回評価替え時（平成３０年度）からの過去３か年の基準宅地県平均変動率は、２．

８％と、前回評価替え時における変動率（▲１．６％）から上昇に転じた。 

２ 神戸、阪神、播磨地域（西播磨除く）においては価格が上昇。その他の地域では下落

傾向が依然継続。 

３ 基準宅地価格が最も高かったのは神戸市（４，６９０，０００円／㎡）、次いで姫路市

（１，０９９，０００円／㎡）、芦屋市（７３５，０００円／㎡）。 

４ 基準宅地価格の変動率が最も上昇したのは、神戸市（６７．５％）、次いで姫路市（４

２．７％）、明石市（２９．０％）。最も下落したのは上郡町（▲２３．２％）、次いで香

美町（▲１９．９％）、朝来市（▲１７．８％）。 

 

 今後、各市町においては、基準宅地の評価額を参考に全ての宅地の評価額を令和３年３

月までに決定し、同年４月に納税通知書を発送することとなる。 

 なお、納税者が同一市町内の他の土地や家屋の価格との比較ができるよう、４月１日か

ら一定期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿が納税者の縦覧に供されること

となっている。 

 

（令和３年度評価替えの考え方） 

① 固定資産税評価は、固定資産評価基準により、地価公示価格等の７割を目途とするこ

ととしている。 

② 令和３年度評価替えの基礎となる価格調査基準日は、令和２年１月１日であるが、地

価下落傾向に鑑み、同年７月１日までの地価動向による下落修正を行うことができる。 

 


